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【現状と課題】 

 現  状 

１ 地域保健法 

○ 地域保健法（昭和 22年法律第 101 号）は平成

6年に改正の後、平成 9年 4月に全面施行されま

した。地域保健対策の総合的な推進により地域

住民の健康の保持及び増進に寄与することを目

的とし、同法第 5 条により保健所、及び同法第

18 条により市町村保健センターが設置されてい

ます。 

○ 地域保健の体系では、母子保健、栄養相談、

歯科保健などの住民に身近で利用頻度の高い保

健・福祉サ－ビスは市町村が担当し、県及び政

令市の設置する保健所は、地域保健の広域的・

専門的かつ技術的拠点としての機能を強化する

こととしています。

２ 保健所の設置と機能強化 

○ 平成 29 年 4 月 1 日現在、本県では 12 保健所 

9 保健分室を設置しています。「保健分室」は平

成 20 年 4 月 1 日に受付業務に特化した組織とし

て支所から改組し、設置したものです。 

また、政令指定都市の名古屋市は 16 保健所 6

分室、中核市の豊橋市、岡崎市、豊田市はそれ

ぞれ 1保健所を設置しています。 

 ○ 県保健所の設置及び所管区域の設定は、平成

13 年 3 月の地域保健医療計画の見直しにより、

２次医療圏と老人福祉圏域（介護保険法に定め

る区域）が一致したことに伴い、原則として２

次医療圏ごとに１か所設置することとし、人口

が著しく多い圏域（全国の２次医療圏の平均人

口の約 37 万人を著しく超える場合）及び中部国

際空港など圏域内に特殊な事情を抱える圏域に

は複数設置しています。 

○ 保健所には、医師、歯科医師、獣医師、薬剤

師、保健師等の多種の専門的技術職員が配置さ

れており、自殺・ひきこもり対策、難病対策、

結核対策、エイズ対策、肝炎対策及び新型イン

フルエンザ対策等の専門的かつ技術的な対人サ

－ビス業務並びに環境衛生や食品安全などの対

物サ－ビス業務を行うとともに、広域的視点に

立ち、市町村が地域特性を踏まえた質の高い保

健サービスを提供できるよう支援を行っていま

す。 

○ 少子高齢化の進展、単身世帯の増加等の住民

生活スタイルの変化、非感染性疾患（ＮＣＤ）

 課  題 

○ 県保健所と市町村は、地域の健康課

題を共有し、分野横断的・重層的な連

携体制のもと地域保健対策を推進して

いく必要があります。 

○ 今後も、県保健所の果たすべき役割

や、中核市・保健所政令市への移行な

ど保健所を取り巻く状況の変化に応じ

て、県保健所の設置及び所管区域を見

直す必要があります。 

○ 地域保健法第 4 条に基づく「地域保

健対策の推進に関する基本的な指針」

により、「①健康なまちづくりの推

進」、「②専門的かつ技術的業務」、「③

情報の収集、整理及び活用」、「④調査

及び研究」、「⑤市町村に対する援助及

び市町村相互間の連絡調整」の推進や、

「⑥地域における健康危機管理の拠

点」、「⑦企画及び調整」についての機

能の強化を進めていくことにより、市

町村、医療機関、学校や企業等と連携

を図り、地域住民の健康の保持及び増
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対策の重要性増大や食中毒事案の広域化など地

域保健を取り巻く状況は大きく変化しており、

健康危機管理事例への対応、多様化・高度化し

た住民ニーズに即した取組が必要になってきて

います。 

○ また、保健所は災害時には保健医療活動等の 

拠点としての役割を担っており、発災時に迅速 

に地域災害医療対策会議を設置し、DMAT（災害

派遣医療チーム）、DPAT（災害派遣精神医療チー

ム）等の配置や関係機関と連携して病院の被災

状況等の情報収集を行うとともに、市町村と連

携して必要な支援の情報収集と医療の調整にあ

たります。 

３ 市町村保健センター 

○ 市町村保健センターは、母子保健事業、生活

習慣病予防事業、栄養相談、歯科保健など住民

に身近で利用頻度の高い保健サ－ビスの重要な

実施拠点になっています。 

○ 複合施設（福祉施設等との併設）、類似施設（母

子保健センター、老人福祉センターなど）を設

置している市町村を含め、全ての市町村におい

て保健センターの機能が整備されており、県内

では身近な各種の保健サービスを提供する体制

は整備されています。

進並びに地域住民が安心して暮らせる

地域保健体制を推進していく必要があ

ります。 

○ 災害時の保健医療活動の拠点として

機能するためには、平常時から地域にお

ける課題等について検討する体制を整備

するなど、医療機関、医師会等医療関係

団体、消防・警察、市町村等の行政機関、

住民組織など様々な関係機関との連携を

一層強化する必要があります。

○ 市町村における保健活動の推進拠点

である市町村保健センターは、類似施

設を含め、県内すべての市町村におい

て整備されており、県はその運営につ

いて、引き続き専門的かつ技術的な支

援を行う必要があります。

【今後の方策】 

○ 保健所の地域保健における広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能、地域における

健康危機管理拠点としての機能及び災害時の保健医療活動等の拠点としての機能を進める

とともに、市町村や政令市との関係における県保健所の果たすべき役割などを見極めなが

ら、今後も保健所の設置及び所管区域について必要な見直しを行います。
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(保健部門)       (福祉部門)

保  健  所 

※ 第 4節においては、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針（平成 6年厚生省告示第

374 号）」の用例により、地域保健法施行令（昭和 23 年政令第 77 号）第 1条第 3号で定め

る市を「保健所政令市」と記載し、地方自治法で定める指定都市や中核市と保健所政令市

を総称して「政令市」と記載 

＜都 道 府 県＞ 

身近で頻度の高い保健･福

祉の連携のとれた保健サ

ービス（乳幼児健診等） 

教
育
・
研
修

専
門
的
・
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
（
結
核
・
難
病
・
精
神
保
健
福
祉
・

食
品
安
全
・
環
境
衛
生
等
）

技
術
的
な
支
援

＜市 町 村＞ 

地     域     住     民 

身
近
で
頻
度
の
高
い
保
健･

福
祉
の
連
携
の
と
れ
た

保
健
サ
ー
ビ
ス
（
乳
幼
児
健
診
等
）

専
門
的
・
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
（
結
核
・
難
病
・

精
神
保
健
福
祉
・
食
品
安
全
・
環
境
衛
生
等
）
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【地域保健対策の体系図】
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